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対象の方
船員保険の加入者、船舶所有者の皆さまへ
東日本大震災で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

このたびの東日本大震災を受け、船員保険では、次のような対応を行っております。詳しくは、全国健康保険協会船員保険部
全国健康保険協会 船員保
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

い。

わせは、「船員保険被災者専用フリーコール」へ

０１２０－９５３－５９６（通話料無料）

間 ： 平成２３年４月２５日～平成２３年９月３０日

時間 ： 月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午後５時４５分まで

災を受けた加入者の方、船舶所有者の方専用となっていますので、一般的なご相談は

７０－３００－８００又は０３－６８６２－３０６０にお願いいたします。

ても病院で診てもらえます。

される場合につきましては、医療機関等の窓口で「氏名」「生年月日」「船舶所有者名」を申し出て頂ければ、

も受診いただけます。

された場合は再交付します。

用されている方の再交付

されている方は、通常、船舶所有者を経由し保険証の再交付を申請いただきますが、この度の地震による災

由し申請することが困難な場合には、ご本人様から直接申請※してください。ご本人様へ交付いたします。この

険者証再交付申請書」の船舶所有者印は必要ありません。

の郵送をご希望される場合には、送付先を申請書の余白部分に明記してください。

在の場合は、ご家族が代わりにご記入ください。

保険者に加入されている方の再交付

申請していただき、ご本人様に交付いたします。

部負担⾦を支払う必要はありません。

イ及びロのいずれにも該当する方です。

まいの方（地震の発生以降、別表の地域から他の市町村に

ます。）

いの方で東日本大震災により、次のいずれかの申し立てをさ

、全半焼またはこれに準ずる被災をした状態の方

持者が亡くなられた又は重篤な傷病を負った状態の方

持者の行方が不明である方

の事故による政府の避難指示・屋内退避指示の対象の方

の事故による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の
険部
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ま

（2）当面、５月末日までに医療機関等で受診された場合については、受診時に医療機関等の窓口で一部負担金等※をお支払い頂

く必要はありません。

ただし、（1）の対象となる方のうち、ロ③の場合は５月までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に限られます。

※対象となる一部負担金

一部負担金、食事療養費標準負担額、生活療養費標準負担額、保険外併用療養費に係る自己負担額、訪問看護療養費にか

かる自己負担額、家族療養費に係る自己負担額、家族訪問看護療養費に係る自己負担額
４．疾病任意継続被保険者の保険料のお⽀払期限を延⻑します。

今回の震災の影響を受けられた方につきましては、保険料のお支払期限を一定期間延長させて頂きます。

◆対象地域

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県にお住まいの方※

◆お支払期限の延長

当面、平成２３年５月末日まで延長いたします※。

※ 対象地域及びお支払期限の延長期間につきましては、今後、被災の状況等を踏まえて見直すこととしています。

◆延長の申し出

お支払期限の延長を希望される場合は、全国健康保険協会船員保険部へ電話連絡をしていただくか、「船員保険疾病任意継

続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書」をご提出ください。

※お支払期限の延長後、船員保険部よりご本人様へ連絡する場合があります。申出書に記載される住所以外に連絡先がござい
「船員保険被災者専用フリーコール」 ０１２０－９５３－５９６

全国健康保険協会 船員保険部

〒102－8016 東京都千代田区富士見 2-7-2 ステージビルディング 14 階

TEL.0570-300-800，03-6862-3060（IP 電話・PHS ご利用の方）

お問い合わせ先

したら、申出書裏面にその連絡先（住所・電話番号）をご記入いただきますようお願いいたします。

５．船員保険傷病⼿当⾦の申請について

地震発生前から船員保険傷病手当金を受給されている方が引き続き申請するとき、船舶所有者や療養担当者（医療機関）の証

明が困難な場合は、当面、平成 23年 5月末日までの間は証明がなくても申請いただけます。

※ 初回の申請の場合は、全国健康保険協会船員保険部にご相談ください。

◆船舶所有者証明

船舶所有者が被災され証明が受けられない場合には、船舶所有者の証明がなくても申請することができます。

◆療養担当者の証明

被災された方が療養の給付を受けていた医療機関等が倒壊した等の理由から、療養担当者の意見が受けられない場合には、療

養担当者の意見の記載がなくても申請することができます。

なお、ご申請の際には、証明等が受けられない旨の申し立て書を添付していただくか、証明書欄等にその旨をご記入ください。

６．社会保険料の納期限の延⻑について

日本年金機構におきまして、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の地域にある船舶所有者の社会保険料（厚生年金保険及び

船員保険の保険料及び子どもの手当に係る拠出金）の納期限（平成 23年 3月 11日以降に納期限が到来するもの）が延長されるこ

とになりました。

※詳しくは日本年金機構年金事務所にお問い合わせください（http://www.nenkin.go.jp/）。

※対象地域につきましては、今後、被災の状況等を踏まえ見直していくこことされています。


